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	《 名称・運営会社 》
	第３条 本スクールは、BONFIM FOOTBALL PARK落合南長崎を主な活動場所とする。
	第４条 本スクールは、サッカーを通じて少年・少女の健全な心身の育成を図り、
	地域のスポーツ発展に貢献する。
	第５条 本スクールに入会するものは以下の条件を備えていなければならない。
	第６条 本スクールに入会するものは、入会申込書の提出等、所定の手続きをしなければならない。
	第７条 （１） 会費とは月会費(月謝)のことをいう。
	（２） 会費は、原則として金融機関の預金口座からの振替（自動引落し）とする。
	第８条 スクール会員は、別に定める入会金を､原則として入会時に支払うこと。
	第９条 （１） スクール会員は、別に定める月会費を原則として預金口座自動引き落としにより
	毎月支払わなければならない。
	第１０条 一旦納入した会費は、入会不許可の場合を除き、原則としてこれを返納しない。
	《クーリングオフ》
	第１１条 会員は本規約に基づく入会申込書の提出より、8日を経過するまでは無条件で書面により
	入会を取り消すことができる。この場合、練習参加の有無を問わず、支払われた入会金
	および月会費は全額返金される。
	第１２条 会員が事前の承認手続きを取らず、会費の納入を怠ったときは、本スクールは督促を
	案内し、尚かつ納入が認められない場合は会員を退会させることができる。
	第１３条 （１） 本スクールの練習指導日については、別に定めるスケジュ―ル表による。
	（２） 本スクールの練習指導日の練習指導時刻は別に定めるスクール日程表による。
	（３） やむを得ない事由が発生した場合は、当スクールは定められた練習指導日、練習
	指導時刻を変更または中止することが出来る。その場合は振替制度を適用する。
	《振替制度》
	第１７条 退会を希望する会員は、退会を希望する月の１５日までに届け出なければならない。１５日を過ぎると翌月分の会費は返金されない。
	《 会員のモラル 》
	第１８条 会員は次の事項を厳守しなければならない。
	(1) ルールを守り、スクール会員全員が明るく、楽しく、元気良く
	第１９条 本規約に違反するなど、本スクールの会員としてふさわしくないと判断したものに対して、
	本スクールは除名することができる。
	第２０条 会員は本スクールの施設利用に際して、本施用利用に関する諸規則および施設管理
	ならびに担当コーチの指示に従い行動するものとし、これに反して盗難、傷害等の
	事故が起こっても、施設管理者、本スクール・コーチ等に対し一切の損害賠償を請求
	しないものとする。
	第２１条 会員より頂いた個人情報は、法令、各種規範、ガイドラインを遵守し、当スクール以外
	では使用しない。

